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 山口県健康福祉部医務保険課  

   

 

国民健康保険法の改正に伴う被保険者資格の確認方法等について（お知らせ） 

 

 

 このことについて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第 48号。以下「改正法」と

いう。）により国民健康保険法が改正され、改正法施行日となる令和６年１２月２

日から国民健康保険被保険者証の新規発行等がされなくなり、マイナ保険証を基本

とする仕組みに移行することとなります。 

  つきましては、改正法施行日前後における本県の市町村国民健康保険の被保険者

証等の取扱いについて別紙のとおりお知らせしますので、貴会会員への周知に御協

力いただきますようお願いいたします。 

 

【添付資料】 

 ・別紙 改正法施行日前後における国民健康保険の資格等の確認書類について 

 ・参考① 施行日前後の国民健康保険の資格確認関係書類の取扱い 

 ・参考② 各市町で発行する資格確認書の形式等（令和 6年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険指導班 担当：畠山 

TEL:083-933-2825 FAX:083-933-2939 

Mail：a15100@pref.yamaguchi.lg.jp 



 

 

別紙 改正法施行日前後における市町村国民健康保険の資格等の確認書類について 

 

○資格確認に用いる書類 

現行  改正法施行日(R6.12.2）後 

・マイナ保険証 

  又は 

・被保険者証等(短期被保険者証、資格証明書) 

 ・マイナ保険証 

  又は 

・資格確認書（※１）  

・被保険者証等(有効期限内のものに限る) 

 （※２） 

※１ 資格確認書：本人の被保険者資格等を記載したもの。マイナ保険証非保有者に

は職権で交付される（マイナ保険証保有者にも高齢・障害等の事

情でマイナ保険証の利用が困難な場合は保険者に申請することで

交付される）。現在の被保険者証と同様に医療機関等の窓口で提

示する。 

※２ 発行済みの被保険者証等は、記載されている有効期限（本県の市町村国民健康

保険の場合、最長で令和７年７月３１日）までは改正法施行日後も引き続き使

用可能 

（注）被用者保険などで有効期限のない証は令和７年１２月１日まで使用可 

 

 

○資格確認と併せて確認する事項（窓口負担額等）の確認に用いる書類 

確認項目 

現行  

改正法施行日後 
被保険者証の場合 

マイナ保険証

の場合 

 

高額療養費

限度額 

◇被保険者証 

＋限度額適用認定証 

不要 

(オンライン資格確

認による確認) 

 現行と原則同じ 

※マイナ保険証の場合

⇒ 認定証等不要 

※資格確認書・被保険

者証の場合 

⇒ 資格確認書等 

＋各種認定証 

入院時食事

療養費(減額

認定の状況) 

◇被保険者証 

＋限度額適用・標準負

担額減額認定証 

特定疾病の

認定状況 

◇被保険者証 

＋特定疾病療養受療証 

 



【参考①：施行日前後の市町村国民健康保険の資格確認関係書類の取扱い】

項目 R8年度以降

マイナ保険証

資格確認書

国保被保険者証等
・紙保険証
・短期被保険者証
・資格証明書

R6年度 R7年度R6.12.2

(改正法施行日)

使用可能

※被用者保険については
最長R7.12.1まで使用可

使用不可（未発行） 使用可能

※マイナ保険証非保有者等

使用不可

R7.7.31

（国保最長有効期限）

使用可能

使用可能

※最長R7.7.31まで

※有効期限が短い場合（短期証）あり

使用不可



【参考②：各市町で発行する資格確認書の形式等（令和６年度）】

項目 内容
【参考】現行の被保険者証

（特別療養費支給対象者を除く）

サイズ カード型（※１） カード型

素材 紙 紙

色
毎年度変更

令和６年度は原則オレンジ色(※１)
令和６年度は緑色

券面記載事項

・被保険者番号

・氏名、性別、生年月日、住所

・世帯主氏名

・適用開始年月日

・交付年月日

・有効期限

・保険者番号、交付者名

【７０歳以上の者のみ】

・負担割合、発行期日

【特別療養費支給対象者 ※２】

・特別療養費支給対象者である旨

左記と同じ

※１　特別療養費支給対象者に対する資格確認書のサイズや色は、異なる場合があります。

【参考：様式例】

※２　特別療養費支給対象者：保険料・税の滞納により窓口での自己負担が一旦10割（全額）となる者
　　　　　　　　　　　　　　（現行の「資格証明書」交付対象者と同じ）



ご注意ください！

令和６年12月2日から

現行の健康保険証は

発行されなくなります
※令和６年12月2日時点で有効な健康保険証は最大1年間有効です

とっても
カンタン！

医療機関等を受診の際は

マイナンバーカード
をご利用ください

(令和６年10月時点)



より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測し
て治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともでき
ます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。
また、当施設は電子処方箋に対応しているため、直近までのお薬情報を見ることができ、
より、患者さんに寄り添った対応ができます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

！

■申請方法は選択可能です

① オンライン申請

(パソコン・スマートフォンから)

② 郵便による申請

③ まちなかの

証明写真機からの申請

マイナンバーカードを申請

■利用登録の方法

① 医療機関・薬局の受付

（カードリーダー）で行う

② 「マイナポータル」から行う

③ セブン銀行ATMから行う

マイナンバーカードを
健康保険証として登録

マイナンバーカード
の健康保険証利用に
ついてもっと知りた
い方はこちら

マイナンバーカードを使うメリット

令和６年12月2日の時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月２日以降、

最長１年間（令和７年12月１日まで）使用可能です。

令和６年12月２日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある

健康保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付さ

れ、引き続き、医療機関・薬局等を受診することができます。

マイナ保険証をお使いの場合は、マイナンバーカードの券面にある電子証明書

の有効期限をご確認の上、期限切れにご注意下さい。

※券面に記載がない場合は、発行から５回目の誕生日までです。マイナポータルでも確認できます。

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

大切なお知らせ

マイナンバーカードを健康保険証として利用する（マイナ保険

証）ための登録がまだの方は、以下２つの準備をお願いします。


